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市
長
室
開
放

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

13
日
㈮
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

11
日
㈬
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
継

続
利
用
を
希
望
す
る
方
は
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
8
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

2
日

（月）
〜
25
日

（水）

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

　

土
地
の
名
称
変
更（
厚
田
区・浜

益
区
）に
伴
い
、次
の
期
間
は
コ
ン
ビ

ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま
す
。

停
止
期
間
中
の
証
明
書
の
交
付
申

請
は
、市
役
所・各
支
所
窓
口
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

利
用
停
止
期
間 

31
日
㈫
17
時
〜
４

月
１
日
㈬

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
6
5 

　
集
団
資
源
回
収
実
施
団
体
登
録

を
し
て
い
る
団
体
で
、令
和
７
年
度

下
半
期（
10
月
〜
3
月
）に
回
収
実

績
が
あ
る
場
合
は
、次
の
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類 

資
源
回
収
実
績
報
告
書

（
兼
口
座
振
替
依
頼
書
）、回
収
伝
票

提
出
期
限 

４
月
７
日
㈫

提
出・問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

（
市
役
所
３
階
）☎
72・3
1
2
6

【
申
請
受
付
臨
時
窓
口
】 

※
予
約
制

　
写
真
撮
影
を
行
い
、オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

日
時 

26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
間 

2
日

（月）
〜
25
日

（水）

【
共
通
事
項
】

場
所・申
込・問
合
せ 

市
民
課

（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

☎
72・3
1
6
5

　

土
地
の
名
称
変
更（
厚
田
区・浜

益
区
）に
伴
い
、次
の
期
間
は
コ
ン
ビ

ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま
す
。

停
止
期
間
中
の
証
明
書
の
交
付
申

請
は
、市
役
所・各
支
所
窓
口
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

利
用
停
止
期
間 

31
日
㈫
17
時
〜
４

月
１
日
㈬

問
合
せ 

市
民
課
☎
72・3
1
6
5 

　
集
団
資
源
回
収
実
施
団
体
登
録

を
し
て
い
る
団
体
で
、令
和
７
年
度

下
半
期（
10
月
〜
3
月
）に
回
収
実

績
が
あ
る
場
合
は
、次
の
書
類
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類 

資
源
回
収
実
績
報
告
書

（
兼
口
座
振
替
依
頼
書
）、回
収
伝
票

提
出
期
限 

４
月
７
日
㈫

提
出・問
合
せ 

ご
み・リ
サ
イ
ク
ル
課

（
市
役
所
３
階
）☎
72・3
1
2
6

　
休
日
や
夜
間
で
も
、パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ホ
か
ら
、い
つ
で
も
水
道
の
開
始・休

止
を
申
請
で
き
ま
す
。

問
合
せ 
水
道
営
業
課

☎
72・3
1
3
3

　
道
路
に
は
穴（
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）や

段
差
な
ど
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。特
に
雪
解
け
時
期
に
多
く
見

ら
れ
、タ
イ
ヤ
の
パ
ン
ク
な
ど
が
発

生
し
や
す
い
の
で
、速
度
を
落
と
す

な
ど
注
意
し
て
通
行
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ 

維
持
管
理
課

☎
72・6
1
2
2

　
大
学
生
年
齢
の
お
子
さ
ん
を
含
め

3
人
以
上
養
育
し
て
い
る
場
合
、3

人
目
以
降
の
児
童
に
つ
い
て
多
子
加

算
を
受
け
る
に
は
届
け
出
が
必
要
で

す（
養
育
し
て
い
る
お
子
さ
ん
が
2

人
以
下
の
場
合
は
届
け
出
不
要
）。

　

対
象
受
給
者
に
は
2
月
下
旬
に

書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、引

き
続
き
監
護・養
育
さ
れ
る
場
合
は

「
児
童
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書
」

と「
監
護
相
当・生
計
費
の
負
担
に
つ

い
て
の
確
認
書
」を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。今
後
、お
子
さ
ん
の
独
立
な

ど
に
よ
り
監
護・養
育
さ
れ
な
い
場

合
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

市役所（花川北6・1・30・2）
りんくる（花川北6・1・41・1）

問

市
長
室
開
放

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

18
歳
未
満
の
児
童
の
療
育
手
帳

更
新
に
関
す
る
検
査
や
相
談
、発
達

や
言
葉
の
遅
れ
な
ど
に
関
す
る
相

談
に
、児
童
相
談
所
の
児
童
福
祉
司

と
心
理
判
定
員
が
応
じ
ま
す
。

日
程 

5
月
25
日
㈪
、8
月
10
日
㈪
、11

月
9
日
㈪
、令
和
9
年
2
月
22
日
㈪

場
所 

市
役
所

定
員 

各
6
人
程
度（
申
込
順
）

申
込
方
法 

全
日
程
を
４
月
１
日
㈬

9
時
か
ら
随
時
受
け
付
け

申
込・問
合
せ 

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
72・3
1
9
5

　
市
で
は
、各
種
予
防
接
種
を
実
施

し
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
接
種
期
間
が

あ
り
ま
す
。期
間
を
逃
す
と
自
費
で

の
接
種
と
な
る
た
め
、母
子
健
康
手

帳
を
確
認
し
、忘
れ
ず
に
受
け
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ 

子
ど
も
政
策
課

☎
72・3
1
1
6

　

4
月
1
日
現
在
の
登
録
状
況
に

基
づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。廃
車
や
譲

渡
、使
用
の
本
拠
の
位
置
を
変
更
し

た
場
合
な
ど
は
31
日
㈫
ま
で
に
手

続
き
が
必
要
で
す
。4
月
2
日
以
降

に
廃
車
な
ど
で
車
両
を
手
放
し
て

も
、軽
自
動
車
税
に
は
月
割
課
税
制

度
が
な
い
た
め
、全
額
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
４
月
１
日
現
在
の
登
録
状
況
に

基
づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。住
所
変
更

や
売
買・使
用
中
止（
抹
消
）の
場
合

は
、運
輸
支
局（
札
幌
市
東
区
北
28

東
1
）で
登
録
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。令
和
８
年
度
の
納
税
通
知
書

を
確
実
に
届
け
る
た
め
、３
月
中
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な

い
場
合
は
、北
海
道
H
P「
自
動
車

税
住
所
変
更
手
続
」か
ら
送
付
先
を

変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

札
幌
道
税
事
務
所

☎
0
1
1・7
4
6・1
1
9
0

道
路
の
穴
、段
差
な
ど
に
要
注
意

資
源
回
収
の
実
績
報
告
書

水
道
の
開
始・休
止
の
連
絡
は

便
利
な
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で

児
童
手
当
に
係
る

大
学
生
年
齢
の
子
の
届
け
出

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
停
止

▲市HP

▲市HP

対
象 

①
現
在
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
る
お
子
さ
ん
が
18
歳
年
度
末

を
迎
え
る
方

②
大
学
生
年
齢
の
お
子
さ
ん
が
22

歳
年
度
末
を
迎
え
る
前
に
短
大
や

専
門
学
校
を
今
春
卒
業
予
定
の
方

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課

（
市
役
所
１
階
18
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
8

支
払
日 

11
日
㈬ 

※
昨
年
7
月
に
案
内
し
た
児
童
扶

養
手
当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に

は
支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、至

急
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

児
童
扶
養
手
当

市民の声を活かす条例 審議会のうごき

1月の開催状況 ■広聴・市民生活課☎72・3191問

開催日 名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

要介護、要支援の審査・判
定（1月中8回開催）

非
公
開

介護認定審査会
（高齢者支援課）

公開される審議会などの開催予定は、あい・ボードや市
ＨＰなどで都度お知らせしています。議事録は、市情報
公開コーナー（市役所1階）と市ＨＰで閲覧できます。

下水道事業運営委員会
（下水道課）

石狩市生活排水処理基
本計画の中間見直しにつ
いて

14 公
開 0

総合計画策定審議会
（企画課）

第6期石狩市総合計画策
定にあたって19 公

開 1

地域公共交通活性化協議
会（企画課）

石狩市地域公共交通利便
増進実施計画（案）

26

書面

自殺対策推進協議会
（健康推進課）

石狩市の自殺の実態及び
自殺対策行動計画の進捗
状況について

27 公
開 0

浜益区地域協議会
（浜益支所地域振興課）

新地域協議会の委員構成
について

28

公
開 0

都市計画審議会
（建設総務課）

札幌圏都市計画道路の変
更（案）

公
開 0

社会福祉審議会
（福祉総務課）

予防接種の自己負担額に
ついて30 公

開 0

障害者総合支援認定審査
会（障がい福祉課）

障害者総合支援法に基づ
く介護給付等申請者の障
害支援区分の審査

非
公
開

子ども・子育て会議
（子ども政策課）

特定乳児等通園支援事業
の運営に関する基準（運
営基準）について

29 公
開 0

石狩叢書第4巻の最終調
整について15 公

開 0教育委員会叢書発刊編集
委員会（市民図書館）

そう
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市
長
室
開
放

　
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
市

政
に
つ
い
て
市
長
と
語
り
合
い
ま
せ

ん
か
？

日
時 

13
日
㈮
15
時
〜
17
時

※
1
件
30
分

場
所 

市
役
所

申
込
期
限 

11
日
㈬
17
時
15
分

申
込・問
合
せ 

広
聴・市
民
生
活
課

☎
72・3
1
9
1

【
休
日・夜
間
交
付
】

対
象 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
通

知
書・電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
継

続
利
用
を
希
望
す
る
方
は
除
く
）

※
本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
こ
と

日
時 

①
8
日
㈰
9
時
〜
12
時

②
26
日
㈭
17
時
30
分
〜
19
時

　
休
日
や
夜
間
で
も
、パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ホ
か
ら
、い
つ
で
も
水
道
の
開
始・休

止
を
申
請
で
き
ま
す
。

問
合
せ 

水
道
営
業
課

☎
72・3
1
3
3

　
道
路
に
は
穴（
ポ
ッ
ト
ホ
ー
ル
）や

段
差
な
ど
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。特
に
雪
解
け
時
期
に
多
く
見

ら
れ
、タ
イ
ヤ
の
パ
ン
ク
な
ど
が
発

生
し
や
す
い
の
で
、速
度
を
落
と
す

な
ど
注
意
し
て
通
行
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ 

維
持
管
理
課

☎
72・6
1
2
2

　
大
学
生
年
齢
の
お
子
さ
ん
を
含
め

3
人
以
上
養
育
し
て
い
る
場
合
、3

人
目
以
降
の
児
童
に
つ
い
て
多
子
加

算
を
受
け
る
に
は
届
け
出
が
必
要
で

す（
養
育
し
て
い
る
お
子
さ
ん
が
2

人
以
下
の
場
合
は
届
け
出
不
要
）。

　

対
象
受
給
者
に
は
2
月
下
旬
に

書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、引

き
続
き
監
護・養
育
さ
れ
る
場
合
は

「
児
童
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書
」

と「
監
護
相
当・生
計
費
の
負
担
に
つ

い
て
の
確
認
書
」を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。今
後
、お
子
さ
ん
の
独
立
な

ど
に
よ
り
監
護・養
育
さ
れ
な
い
場

合
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

　

18
歳
未
満
の
児
童
の
療
育
手
帳

更
新
に
関
す
る
検
査
や
相
談
、発
達

や
言
葉
の
遅
れ
な
ど
に
関
す
る
相

談
に
、児
童
相
談
所
の
児
童
福
祉
司

と
心
理
判
定
員
が
応
じ
ま
す
。

日
程 

5
月
25
日
㈪
、8
月
10
日
㈪
、11

月
9
日
㈪
、令
和
9
年
2
月
22
日
㈪

場
所 

市
役
所

定
員 

各
6
人
程
度（
申
込
順
）

申
込
方
法 

全
日
程
を
４
月
１
日
㈬

9
時
か
ら
随
時
受
け
付
け

申
込・問
合
せ 

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
72・3
1
9
5

　
市
で
は
、各
種
予
防
接
種
を
実
施

し
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
接
種
期
間
が

あ
り
ま
す
。期
間
を
逃
す
と
自
費
で

の
接
種
と
な
る
た
め
、母
子
健
康
手

帳
を
確
認
し
、忘
れ
ず
に
受
け
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ 

子
ど
も
政
策
課

☎
72・3
1
1
6

　

4
月
1
日
現
在
の
登
録
状
況
に

基
づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。廃
車
や
譲

渡
、使
用
の
本
拠
の
位
置
を
変
更
し

た
場
合
な
ど
は
31
日
㈫
ま
で
に
手

続
き
が
必
要
で
す
。4
月
2
日
以
降

に
廃
車
な
ど
で
車
両
を
手
放
し
て

も
、軽
自
動
車
税
に
は
月
割
課
税
制

度
が
な
い
た
め
、全
額
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
４
月
１
日
現
在
の
登
録
状
況
に

基
づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。住
所
変
更

や
売
買・使
用
中
止（
抹
消
）の
場
合

は
、運
輸
支
局（
札
幌
市
東
区
北
28

東
1
）で
登
録
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。令
和
８
年
度
の
納
税
通
知
書

を
確
実
に
届
け
る
た
め
、３
月
中
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な

い
場
合
は
、北
海
道
H
P「
自
動
車

税
住
所
変
更
手
続
」か
ら
送
付
先
を

変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

札
幌
道
税
事
務
所

☎
0
1
1・7
4
6・1
1
9
0

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
?

子
ど
も
の
予
防
接
種

対
象 

①
現
在
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
る
お
子
さ
ん
が
18
歳
年
度
末

を
迎
え
る
方

②
大
学
生
年
齢
の
お
子
さ
ん
が
22

歳
年
度
末
を
迎
え
る
前
に
短
大
や

専
門
学
校
を
今
春
卒
業
予
定
の
方

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課

（
市
役
所
１
階
18
番
窓
口
）

☎
72・3
1
2
8

支
払
日 

11
日
㈬ 

※
昨
年
7
月
に
案
内
し
た
児
童
扶

養
手
当
現
況
届
を
未
提
出
の
方
に

は
支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、至

急
ご
連
絡
く
だ
さ
い

問
合
せ 

子
ど
も
家
庭
課

☎
72・3
1
2
8

巡
回
児
童
相
談

軽
自
動
車
税
の
手
続
き

自
動
車
税
の
手
続
き

対象車種 手続き先
●原動機付自転車
  （125cc以下）
●小型特殊自動車
  （フォークリフトなど）

●三輪、四輪軽自動車
●ボートトレーラ
●フルトレーラ

税務課
（市役所1階）
☎72・3119

軽自動車検査協会
札幌主管事務所
（札幌市北区新川5・20）
☎050・3816・1763

札幌運輸支局
（札幌市東区北28東1）
☎050・5540・2001

●二輪軽自動車
  （125cc超250cc以下）
●二輪小型自動車
  （250cc超）

企画課☎72･3193問

石狩市・交通PRキャラクター
かいとくん

※予約不要

中央バス「厚田線、石狩線（トーメン団地線）」廃止に伴い

乗り方体験会の開催
13（金）
10時～
13時～
15時～

18時～

八幡コミセン（八幡2･332）
緑ケ原会館（緑ケ原1･174）
虹が原会館
（厚田区虹が原165･345）

花畔中央会館（花畔3･1）

10時～

14時～

17時～

厚田保健センター
（厚田区厚田45･5）

望来コミセン「みなくる」
（厚田区望来27･7）

聚富会館
（厚田区聚富126･11）

14時～ 浜益コミセン「きらり」
（浜益区浜益630･1）

17（火） 19（木）

厚田花川線 完全
予約制

運行開始します！

4/1（水）から
を結ぶ厚田･八幡エリア 花川エリア


